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１．警報等の発表時 

 「暴風警報」「暴風雪警報」「危険警報」及び「特別警報」（以下「暴風警報等」

という。）のいずれかが、「阿久比町」または「隣接する市町（半田市・知多市・常

滑市・東浦町）のすべて」に発表された場合 

 

 

 

 

 ⑴ 保育時間について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑵ 給食の取り扱いについて 

  ①給食の中止を事前に決定した場合 

 

 

 

 

 

  ②給食の中止を事前に決定していなかった場合 

 

 

 

 

 

 

 

災害時の保育について【R8.5.29～】 町立保育園・こども園 

危険警報 「大雨」「土砂災害」「高潮」の３種類 

特別警報 上記＋「暴風」「波浪」「大雪」「暴風雪」の７種類 

※「河川氾濫」危険・特別警報は、本町では発表されないため除外しています。 

曜日 暴風警報等の解除時間 対応 

平 日 

午前６時２９分までに解除 平常どおり保育を行います。 

午前６時３０分から午前１０時５９

分までに解除 

解除後２時間を経過してから保

育を行います。 

午前１１時までに解除されないとき 休園とします。 

土曜日 

午前６時２９分までに解除 平常どおり保育を行います。 

午前６時３０分から午前８時５９分

までに解除 

解除後２時間を経過してから保

育を行います。 

午前９時までに解除されないとき 休園とします。 

登園後に暴風警報等が発表されたとき 
安全を確認したうえで、お迎えを

お願いします。 

 

お知らせ方法など 対応 

前日までに各家庭へ文書または掲示、コ

ドモンなどで連絡します。 
主食の持参をお願いします。 

（中止決定後は、暴風警報等が解除 
された場合も給食は実施しません。） 

休日をはさむ場合は、２～３日前に決定
し、連絡します。 

 

暴風警報等の解除時間 対応 

午前６時２９分までに解除 平常どおり給食を実施します。 

午前６時３０分から午前１０時５９分まで
に解除 

主食の持参をお願いします。 

※給食の時間は、午前１１時３０分頃のため、正午を過ぎて登園される場合は、 

 昼食を済ませた上で、登園させてください。 
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２．大地震の発生時等 

 阿久比町において、震度５弱以上の地震が発生した場合、保育園は休園

となります。なお、状況に応じ、以下の対応をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

３．災害時の園児引き渡しについて 

 ⑴ 暴風警報等が発表された場合や震度５弱以上の地震の発生時は、原則として、

園から連絡をいたしませんので、安全を確認したうえで、お迎えをお願いします。 

 ⑵ 園児のお迎えは、緊急連絡票に記入された保護者等に限ります。 

  ・緊急連絡票に変更などがありましたら、必ず連絡してください。 

  ・引き渡しの約束事項は、町立保育園・こども園独自のものです。町内小中学校

にお子様がいる方は、小中学校の取り扱いと混同しないようご留意ください。 

  

状況 対応 

在園中 
保育を中止します。安全を確認したうえで、お迎えをお願いします。 

園児は、お迎えに来た保護者等とともに降園します。 

登園中 登園を中止し、安全を確保してください。（園は休園となります。） 

※南海トラフ地震臨時情報が発表された場合も、休園となる場合があります。 


